
リポジトリに登録しても
著作権は移転しません

このたび、本学における学術研究のさらなる発展と研究成果の社会への還元を目的
とする「福島大学オープンアクセス方針」を策定しました（令和５年1月16日施行）。
本方針施行後に学術雑誌等に掲載された研究成果は、著作権等の問題がない限り、

無償で公開することとなります。

※詳細については、「福島大学オープンアクセス方針」及び同方針の実施要領をご覧ください。

本学に在籍する常勤の教員 出版物に掲載された研究成果

・役員：学長、理事・副学長
・教員：教授、准教授、講師、助教

（特任を含む）

・学術雑誌論文
・会議発表論文
・紀要論文

・「オープンアクセス」とは学術論文等がインターネット上で公開され、
誰でも無料で利用できる状態にすることです。

オープンアクセスとは

対象 ＊本方針により公開が義務となる範囲は以下のとおりです

・著作権等の理由により、研究成果の非公開を申し出ることができます。
・非公開とする判断は、著者である教員が行います（基本）。

方針の適用の例外

・福島大学機関リポジトリへの登録
・オープンアクセスジャーナルへの掲載
・オープンアクセスオプション選択による出版社ウェブサイトでの掲載
・外部機関が設置する機関リポジトリへでの公開

研究成果の公開方法

本方針の対象とならない教員、学術論文以外の研究成果、方針施行以前に出版され
た研究成果についても、福島大学機関リポジトリに登録することは可能です。
「福島大学機関リポジトリ運用方針」に基づき、多くのコンテンツをリポジトリに

登録することを推奨します。

福島大学オープンアクセス方針について

オープンアクセス化によるメリットオープンアクセス化によるメリット

大学として 著者・研究者として

・研究のさらなる発展
・イノベーションの創出
・研究成果の社会への還元
・研究成果の透明性の確保
・社会への説明責任を果たす

・論文を読んでもらう機会の増加
・研究成果が引用される可能性の増加
・異なる分野と触れる機会の増加よる
研究の幅の拡大

・自分自身の研究成果の確認が容易になる

*以下のいずれかの方法
により公開します

セルフアーカイブ

（教員自身によるオンライン登録）

１

◆オープンアクセス方針、リポジトリ登録に関する情報は、附属図書館ホームページ内で
お知らせしています。

◆オープンアクセスに関してご不明な点がありましたら、下記担当へお問い合わせください。

・セルフアーカイブによりリポジトリに登録された研究成果は、附属図書館においても
著作権等の確認を行ったうえで公開します。

・本学紀要論文、科研費報告書については、従来どおり附属図書館において自動登録を
行います。

オープンアクセス方針、リポジトリ登録に関する問い合わせ先

福島大学附属図書館 情報管理係（リポジトリ担当）
irinfo@lib.fukushima-u.ac.jp ／ 024-548-8085(内線2604)

福島大学機関リポジトリへの登録方法

【リポジトリへの登録にあたって、教員の皆様にお願いしたいこと】

オンライン登録はこちらから
https://www.lib.fukushima-u.ac.jp/ir-info/ir-manual/index.html

❶出版社等に対して、リポジトリへの登録が可能な版についての事前確認
をお願いします。

❷共著者がいる場合は、必ず共著者全員の同意を得てください。

❸本方針の適用例外（非公開）を申し出る場合は、「オープンアクセス方
針適用例外申請書」により申請してください。

◆申請フォーム ：https://forms.gle/novhrcv3PnLvNNqg9
◆申請様式(Word)：https://www.lib.fukushima-u.ac.jp/ir-info/OA/reigaisinsei.docx

❹附属図書館から、本方針の対象となる論文について、リポジトリへの登
録依頼メールをお送りする場合があります。メールが届きました際には
ご協力をお願いします。

❺オープンアクセス誌への掲載論文は、リポジトリへの登録は不要ですが、
論文に関する情報を附属図書館までお知らせいただけますと幸いです。

福島大学オープンアクセス方針
https://www.lib.fukushima-u.ac.jp/ir-info/OA/

附属図書館による
代理登録

２
または

附属図書館
HPへ


